「兵庫県障害者インターンシップ事業」実施要綱
（目的）
第１条　この事業は、障害者の就労支援に取り組む事業所（就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、旧法授産施設及び小規模作業所等。以下「施設等」という。）と、障害者の雇用に取り組もうとする企業等（以下「受入先企業」という。）との橋渡しを行い、施設等に在籍する障害者が、一定期間受入先企業の中で就労体験（研修）をとおし、就労への道筋を立てていくこと、併せて、一般企業等での障害者雇用の促進を図ることを目的とする。

（実施主体）

第２条　この事業は、兵庫県（以下「県」という。）が実施し、特定非営利活動法人兵庫セルプセンター（以下「兵庫セルプ」という。）に委託する。
（研修生の要件）
第３条　この事業の研修生は、次の要件を全て満たすものとする。

(1)　県内の施設等に在籍し、一般就労を希望していること。

(2)　基本的生活習慣をはじめとした身辺自立が確立していること。

(3)　研修を受ける体力があること。
(4)　研修先に自力で通うことができること。

(5)　研修内容に関する簡単な指示等の内容が理解できること。

(6)　賠償責任保険に加入しているか、加入予定であること。
(7)　傷害保険及び損害保険に加入しているか、加入予定であること。

(8)　研修生の所属する施設等（以下「所属施設」という。）が、研修期間中、研修生への支援体制がとれること。
(9)　その他、研修に当たっての必要な要件を満たすこと。

（受入先企業の要件）

第４条　受入先企業は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1)　この事業の目的に賛同すること。

(2)　障害者雇用について理解と意欲をもっていること。
(3)　研修生を労働力としてのみ見るのではなく、本人の特性、可能性を引き出す支援者となること。
(4)　(1)から(3)について兵庫セルプと書面で覚書を取り交わすこと。
（所属施設の要件）

第５条　所属施設等は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1)　研修生の個別支援計画等で一般就労支援が目指されていること。
(2)　研修期間中は、研修生の担当を配し、受入先企業及び兵庫セルプと連携し、研修生の円滑な研修が遂行できるようにすること。

(3)　(1)及び(2)について兵庫セルプと書面で覚書を取り交わすこと。
（研修期間）

第６条　この事業の研修期間は、２か月を上限とし、研修生の状態等を考慮し、研修時間、日数等を決定する。ただし、やむを得ない事情で継続することが困難な場合は、兵庫セルプ、受入先企業、所属施設で協議の上、中断又は中止の決定をすることがある。

（実施内容）

第７条　この事業の内容は、次のとおりとする。

(1)　兵庫セルプは、県と協力し、この事業についての広報、研修希望者の募集と登録及び受入先企業の開拓と登録を行う。

(2)　兵庫セルプは、この事業の研修候補生と受入先企業とのマッチングを行う。
（守秘義務）
第８条　この事業での守秘義務については次のとおり取り扱う。
(1)　兵庫セルプは、研修により知り得た秘密（守秘義務に関する情報、個人情報等をいう。）については、漏洩してはならない。
(2)　兵庫セルプは、研修生、所属施設等及び受入先企業に、研修により知り得た秘密について、研修期間中はもとより、研修期間終了後においても漏洩しないように周知する。

(3)　研修生、所属施設等及び受入先企業は、研修により知り得た秘密については、漏洩してはならない。
（研修生の身分）
第９条　研修中の身分については、研修生と受入先企業並びに兵庫セルプとの間に、雇用関係その他の身分関係は一切発生しないものとする。

（研修中の事故への対応）
第10条　この事業での研修中の事故については次のとおり取り扱う。
(1)　研修中の事故に備えて、研修生は傷害保険・損害保険及び賠償責任保険に加入することとする。

(2)　研修生が受入先企業及び第三者に損害を与えた場合の対応については、原則として賠償責任保険で対応する。ただし、それに対応できない場合は、研修生、所属施設等、受入先企業及び保護者等と兵庫セルプが協議し決定する。

(3)　研修中に発生した研修生の負傷等の対応については、原則として傷害保険・損害保険で対応する。ただし、それに対応できない場合は、研修生、所属施設等、受入先企業及び保護者等と兵庫セルプが協議し決定する。
(4)　自宅または所属施設と研修先との往復途上での事故等については、受入先企業及び兵庫セルプは一切その責任は負わない。
（覚書の締結）

第11条　この事業の円滑な実施を図るため、別紙様式に基づき、受入先企業と兵庫セルプの間並びに研修生、保護者等、所属施設等と兵庫セルプとの間で覚書を交わすものとする。

（その他の事項）

第12条　この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

付　則

（施行期日）

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。







